
令和７年度補正予算案について 

令和７年度補正予算案の概要は、以下のとおり。 

当補正予算案は、令和８年第１回広域連合議会定例会（２月 10日）に提案予定。 

１ 一般会計

  【債務負担行為】

令和８年度における次の業務について、令和７年度中の契約が必要であるため、契約

に係る債務負担行為を設定する。 

  〇追加 

ア グループウェア利用料   （ 373千円 ） 

イ 事務局複合機再リース料  （ 437千円 ） 

  〇変更 

ア 広報事業業務委託 補正前   861 千円 

補正後 18,440千円 

２ 後期高齢者医療会計

市町村支出金として、次の経費について、財源となる特別調整交付金とともに計上する。 

・「マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進等に係る経費」（18,130千円） 

・「令和６年度保険料改定に伴う周知広報経費」（226 千円） 

計 18,356千円 

○歳入   ２款 国庫支出金のうち 

「国庫補助金（特別調整交付金）」 

○歳出   ３款 諸支出金のうち 

「市町村支出金（特別調整交付金）」 

≪補正額：18,356千円≫ 

【債務負担行為】 

令和８年度における次の業務について、令和７年度中の契約が必要であるため、契

約に係る債務負担行為を設定する。 

〇追加 

ア 標準システム運用関連事業 ( 636,604千円 ） 

イ 標準システム機器更改対応事業  ( 52,250千円 ) 

【資料１】



ウ 資格確認書等作成管理業務委託  ( 44,505千円 ) 

エ 資格確認書等制度周知チラシ印刷

及び発送管理等業務委託  ( 78,677 千円 ) 

オ マイナンバー保険証等コールセンター

設置業務委託 ( 8,479千円 ) 

カ 後期高齢者医療広域連合電算処理システム

端末賃借料   ( 72,468千円 ) 

〇変更 

ア 第三者行為求償業務委託料  補正前 11,420千円 

補正後 25,508千円 

イ ２次点検業務委託  補正前 28,008千円

補正後 41,908千円 




